
議第３１号 

   物品の処分について 

 次のとおり物品を売却する。 

１ 品 名 学習用タブレット端末（キーボード，ＡＣアダプター等の周辺

機器等を含む。） 

２ 数 量 １４，４００台 

３ 売 却 金 額 ９１，８７２，０００円 

４ 引 渡 期 限 令和８年６月３０日 

５ 売却の相手方 広島県広島市中区袋町４番２５号 

         株式会社大塚商会 広島支店 

         支店長 真子 健 

６ 売 却 の 方 法 随意契約（公募型プロポーザル） 

 

 

 

（提案理由） 

 不用となった学習用タブレット端末を売却するため，この案を提出する。 


